
JP 2008-61809 A 2008.3.21

10

(57)【要約】
【課題】体腔内に挿入する棒状の挿入部への超音波の送
受信を行う振動子の配置を容易にするとともに、挿入部
がより細径化された場合の診断画像の画質を向上するこ
とが可能な超音波プローブ及び超音波診断システムを提
供すること。
【解決手段】超音波プローブ１が、被検体の体腔内に挿
入可能な棒状の挿入部１０を備え、挿入部はその内側に
、その周方向に沿って、振動子が直線状に配列された振
動子列１０１を含む直方体部材１００が多角形を形成す
るように連設されて備えられていることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に挿入可能な棒状の挿入部を備え、前記挿入部はその内側に、その周方向に沿っ
て、振動子が直線状に配列された振動子列を含む直方体部材が多角形を形成するように連
設されて備えられていることを特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】
　前記挿入部は、前記棒状の軸方向に直行する断面が多角形の外形を有する基台を備え、
前記基台の前記多角形を構成する外形の各面に、前記直方体部材が、前記振動子の配列方
向が前記周方向となるように取り付けられている請求項１に記載の超音波プローブ。
【請求項３】
　前記直方体部材は、音響整合層、前記振動子列、及び、バッキング材が順に積層されて
なる積層体である請求項１または請求項２に記載の超音波プローブ。
【請求項４】
　被検体に挿入可能で先端が円弧状に形成された棒状の挿入部を備え、前記挿入部はその
内側に、前記円弧状に沿って、振動子が直線状に配列された振動子列を含む直方体部材が
折れ線状に連設されて備えられていることを特徴とする超音波プローブ。
【請求項５】
　前記挿入部は、前記棒状の軸方向の断面が前記円弧状に沿った折れ線状の外形を有する
基台を備え、前記基台の前記折れ線状を構成する外形の各面に、前記直方体部材が、前記
振動子の配列方向が前記円弧方向となるように貼付されている請求項４に記載の超音波プ
ローブ。
【請求項６】
　前記直方体部材は、音響整合層、前記振動子列、及び、バッキング材が順に積層されて
なる積層体である請求項４または請求項５に記載の超音波プローブ。
【請求項７】
　被検体に挿入可能な棒状の挿入部を備え、前記挿入部はその内側に、その周方向に沿っ
て、振動子が直線状に配列された振動子列を含む直方体部材が多角形を形成するように連
設されて備えられている超音波プローブと、
　各前記振動子から前記周方向に沿って順次移動させながら送出される超音波ビームが放
射状に送出するように前記振動子を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする超音
波診断システム。
【請求項８】
　被検体に挿入可能で先端が円弧状に形成された棒状の挿入部を備え、前記挿入部はその
内側に、前記円弧状に沿って、振動子が直線状に配列された振動子列を含む直方体部材が
折れ線状に連設されて備えられている超音波プローブと、
　各前記振動子から前記円弧状に沿って順次移動させながら送出される超音波ビームが放
射状に送出するように前記振動子を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする超音
波診断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波プローブ及び超音波診断システムに関し、特に、体腔内に挿入して用
いる超音波プローブ及びその超音波プローブを備える超音波診断システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、生体内に超音波プローブの振動子から超音波パルスを送出し、音響インピー
ダンスの不整合により生体組織の境界で反射して生じる反射波をエコー信号として振動子
で受信し、受信したエコー信号に基づいて再構成された生体内の断層画像を用いて診断を
行うための超音波診断システムがある。
【０００３】
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　上述のような超音波診断システムで用いられる超音波プローブの中には、例えば、直腸
、膣または食道などの体腔内に挿入して診断を行うために、棒状の挿入部を有し、その挿
入部の先端に複数の振動子が配列された超音波プローブがある（例えば、特許文献１参照
。）。
【０００４】
　図１１に従来の超音波プローブの一例を示す。超音波プローブ５は、操作者が把持する
ための略円筒状のグリップ部１３が設けられ、グリップ部１３の一端側にはケーブル１５
が接続され、他端側には、グリップ部１３の軸方向と同一方向に棒状の挿入部１０が延設
されている。また、図１２に従来の先端部１２の挿入部１０における軸方向の断面図を示
す。図１２に示すように挿入部１０の先端部１２には、超音波の送信および受信を行う振
動子が列状に複数配置された振動子列２０１を備える。また、振動子列２０１の超音波送
出面側には、音響インピーダンスが互いに異なる生体と振動子との間で超音波を効率よく
伝播させる整合層２０２が設けられ、さらにその外側には、超音波を収束させる音響レン
ズ２０３を備える。また、振動子列２０１の超音波送出面側の反対側には、バッキング材
２０５が設けられ後方への超音波を吸収し、余分な振動を抑えている。
【０００５】
　また、図１３に従来の超音波プローブの製造方法を示す。図１３に示すように、従来の
超音波プローブ５は、整合層２０２、振動子列２０１及びバッキング材２０５が積層され
、板状に形成された積層体２００を基台２１０の円弧状の曲面に沿わせて貼付することに
より作成される。このようにして貼付された振動子列２０１の様子を示す図を図１４に示
す。図１４に示すように、振動子列２０１は曲面に沿わせて貼付されるため各振動子２１
１は、外側に向かって広がることになる。つまり、振動子２１１の根元のピッチ（カッテ
ィングピッチ）をＣ、振動子２１１の先端のピッチ（エレメントピッチ）をＥとすれば、
図１４に示すように、Ｃ＜Ｅとなり、エレメントピッチＥが大きくなる。
【０００６】
　このような構成により、走査線（超音波ビーム）を発生させて超音波による走査を行い
、各振動子２１１で反射波をエコー信号として受信することにより、断層画像が再構成さ
れる。このとき、走査線は、各振動子２１１の正面方向に向かい生成されるので、扇状に
走査される。すなわち、振動子列２０１からの距離が離れると各走査線の距離は広がるこ
とになる。
【０００７】
【特許文献１】特表２００１－１７８７２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、このような体腔内に挿入して用いられる超音波プローブ５では、挿入による
患者への負担を軽減することが求められるため、挿入部１０がより細径化されていること
が望まれ、一方、視野角は広いことが望まれる。そのために、先端部１２の円弧の径を小
さくすることにより、走査線により形成される扇の中心角を大きくするようにして視野角
を広くすることがなされる。円弧の径を小さくすることにより、各振動子２１１は、さら
に外側に向かって広がることになり、各走査線の距離は、振動子列２０１からの距離が離
れるとさらに広がることになる。つまり、振動子列２０１からの距離が離れると走査線が
さらに粗くなり、その結果、画像が粗くなってしまうことがあった。
【０００９】
　また、先端部１２の円弧の径を小さくしたときに、エレメントピッチＥが大きくなり、
振動子２１１の音場効果、すなわち反射波を受信する性能が悪くなる。断層画像は、複数
の振動子２１１で受信した信号の足し合わせにより生成されるが、音場効果が悪くなるこ
とにより、画像が不鮮明になる。また、反射波は、走査線から離れた位置の振動子２１１
に対しては斜めに入射し、音場効果が低下する。特に、上述のように、先端部１２の円弧
の径を小さくしたときにより斜めに入射することになり、振動子２１１の音場効果が悪く
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なり、同様に画像が不鮮明になる。
【００１０】
　また、板状に形成された積層体２００の基台２１０への貼付は、曲面に対して行うもの
である。したがって、貼付するときの力の入れ具合等で貼付状態が変化するため、歩留ま
りが悪かった。
【００１１】
　また、さらに挿入部１０を有する超音波プローブの中には、挿入部１０の円周方向の断
層画像を表示させるために、振動子を挿入部１０の周に沿って配置したものがある。図１
５に挿入部１０における軸方向に直交する断面図を示す。このような超音波プローブでは
、視野角を３６０度とすることが望まれる。ところが、図１５に示すように、積層体２０
０を基台２１０に対し貼付する場合に、貼付時の力の入れ具合等により端部が合わず、重
なりやギャップを生じ易い。したがって、重なりやギャップを生じないように貼付して３
６０度の視野角を実現することは、非常に難しかった。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、棒状の
挿入部への超音波の送受信を行う振動子の配置を容易にするとともに、挿入部がより細径
化された場合の診断画像の画質を向上することが可能な超音波プローブ及びその超音波プ
ローブを備える超音波診断システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために請求項１記載の超音波プローブは、被検体に挿入可能な棒状
の挿入部を備え、前記挿入部はその内側に、その周方向に沿って、振動子が直線状に配列
された振動子列を含む直方体部材が多角形を形成するように連設されて備えられているこ
とを特徴としている。
【００１４】
　また、請求項４記載の超音波プローブは、被検体に挿入可能で先端が円弧状に形成され
た棒状の挿入部を備え、前記挿入部はその内側に、前記円弧状に沿って、振動子が直線状
に配列された振動子列を含む直方体部材が折れ線状に連設されて備えられていることを特
徴としている。
【００１５】
　また、請求項７記載の超音波診断システムは、被検体に挿入可能な棒状の挿入部を備え
、前記挿入部はその内側に、その周方向に沿って、振動子が直線状に配列された振動子列
を含む直方体部材が多角形を形成するように連設されて備えられている超音波プローブと
、各前記振動子から前記周方向に沿って順次移動させながら送出される超音波ビームが放
射状に送出するように前記振動子を制御する制御手段と、を備えることを特徴としている
。
【００１６】
　また、請求項８記載の超音波診断システムは、被検体に挿入可能で先端が円弧状に形成
された棒状の挿入部を備え、前記挿入部はその内側に、前記円弧状に沿って、振動子が直
線状に配列された振動子列を含む直方体部材が折れ線状に連設されて備えられている超音
波プローブと、各前記振動子から前記円弧状に沿って順次移動させながら送出される超音
波ビームが、放射状に送出するように前記振動子を制御する制御手段と、を備えることを
特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る超音波プローブ及び超音波診断システムによれば、直線状に配列された振
動子列を連設することにより、棒状の挿入部の周または円弧に沿って振動子を容易に配置
でき、振動子が直線状に配置されているため、挿入部がより細径化された場合であっても
エレメントピッチが変化せず音場効果が低下しないので、画質を向上することが可能とな
る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る超音波プローブ１の様々な実施形態について、図面を参照しながら
具体的に説明する。
【００１９】
　　　　　　　　　　　　　［第１の実施の形態］
　（全体構成）
　図１は、本実施の形態における超音波プローブ１を備える超音波診断システムの概略を
示す外観図である。図１に示すように、超音波診断システムは、超音波を送受信し超音波
画像を作成するための超音波処理装置２と、超音波処理装置２にコネクタ及びケーブル１
５を介して接続される超音波プローブ１と、操作パネル３と、表示手段としてのモニタ手
段４とを具備する。
【００２０】
　超音波プローブ１は、患者等の生体に超音波を送出し、生体組織の境界で反射される反
射波をエコー信号として受信し、エコー信号を超音波処理装置２に送信するもので、図１
に示すように、操作者が把持するための略円筒状のグリップ部１３が設けられ、グリップ
部１３の一端側にはケーブル１５が接続され、他端側には、グリップ部１３の軸方向と同
一方向に棒状の挿入部１０が延設されている。また、挿入部１０の先端部１２は、超音波
の発振および受信を行う複数の振動子１１１（図１には図示せず）が円周方向に配置され
た探触子部１１を有する。
【００２１】
　（超音波プローブの探触子部の構成）
　ここで、本実施の形態における超音波プローブ１の探触子部１１の構成について説明す
る。図２は、探触子部１１の断面を示す図であり、挿入部１０の軸方向と垂直な断面であ
る。図２に示すように、探触子部１１は、整合層１０２（音響整合層）、振動子列１０１
及びバッキング材１０５が積層されて形成された複数の積層体１００ａ、１００ｂ、・・
・、１００ｆ（以下、単に積層体１００ということがある）が、バッキング材１０５を挿
入部１０の内側に向けて、挿入部１０の周の内側に、周に沿うような多角形を構成するよ
うに連設されて配置されている。また、整合層１０２の外側に、超音波を収束させる音響
レンズ１０３を備える。また、図２には、一例として６角形を示したがこれに限られず、
挿入部１０の周に沿った多角形であればよい。
【００２２】
　図３は、積層体１００の構成を詳細に示す図である。この積層体１００は、本発明の直
方体部材である。積層体１００は、上述のように整合層１０２、振動子列１０１及びバッ
キング材１０５が積層されて形成されている。振動子列１０１には、超音波の発振および
受信を行う振動子１１１が複数、ピッチｐで長手方向に直線状に配列されている。整合層
１０２は、音響インピーダンスが互いに異なる生体と振動子との間で超音波を効率よく伝
播させるものであり、振動子１１１の超音波送出面側に設けられる。バッキング材１０５
は、振動子１１１の超音波送出面側の反対側に設けられ、超音波を吸収し、余分な振動を
抑える。
【００２３】
　ここで、探触子部１１には、図２に示すように断面が６角形の外形の柱状または筒状の
基台１１０が、その軸を挿入部１０の軸と一致させるようにして、外形が挿入部１０の周
に沿って設けられている。基台１１０の外形を構成する６角形の辺の長さと、積層体１０
０の長手方向の長さは略一致するようになされ、その各辺１１０ａ、１１０ｂ、・・・、
１１０ｆのそれぞれに各積層体１００ａ、１００ｂ、・・・、１００ｆが、バッキング材
１０５を基台１１０側にして、長手方向（すなわち、振動子１１１の配列方向）を挿入部
１０の周方向に合わせて貼付されている。これにより、積層体１００は、多角形を構成す
るように配置される。
【００２４】
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　また、振動子１１１のそれぞれは、図示しないフレキシブル基板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ－
ＰＣ板）を介して、図示しない信号線に接続され、信号線はケーブル１５内に収容されて
いる。
【００２５】
　以上のような構成によれば、積層体１００の貼付は平面に対して行えばよいので、位置
を合わせるだけで容易に貼付することができる。また、各辺に貼付することによって、挿
入部１０の周方向の全周に亘って、振動子１１１を配置することができる。
【００２６】
　（制御構成）
　図４は、本実施の形態に係る第１の実施の形態としての超音波診断システムの電気的構
成を示すブロック図である。
【００２７】
　超音波処理装置２は、超音波プローブ１に接続され、制御部２１（制御手段）、超音波
送受信部２２、エコー信号処理部２３、ＤＳＣ（デジタルスキャンコンバータ）２４、デ
ータ合成手段２６、及び、フレームメモリ２５を含んで構成され、モニタ手段４及び操作
パネル３が接続されている。
【００２８】
　超音波送受信部２２は、図示しないが、遅延回路およびパルサ回路といった送信回路と
、Ａ／Ｄ変換器、加算器といった受信回路からなり、制御部２１に制御されて振動子１１
１に超音波を送出させ、振動子１１１が受信したエコー信号を検査結果として受信する。
【００２９】
　エコー信号処理部２３は、超音波送受信部２２に接続され、超音波送受信部２２によっ
て受信されたエコー信号に、エコー信号対数増幅、包絡線検波処理等を施し、信号強度が
明るさを示す輝度データで表現される画像データを生成する。
【００３０】
　ＤＳＣ２４は、エコー信号処理部２３で生成された画像データを超音波走査から標準Ｔ
Ｖ走査にデジタル的にスキャン変更し、フレーム像データとして出力する。
【００３１】
　データ合成手段２６は、ＤＳＣ２４から出力されるフレーム像データと各種のデータ（
例えば、グラフィックデータ，キャラクタデータなど）とを１枚のフレーム像データにデ
ジタル的に合成し、その合成されたフレーム像を超音波断層像としてモニタ手段４にほぼ
リアルタイムで表示さする。
【００３２】
　フレームメモリ２５は、ＤＳＣ２４から出力されるフレーム像データを逐一記憶する。
記憶されたフレーム像データはフリーズ像形成などに利用される。
【００３３】
　モニタ手段４は、ＣＲＴ（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）やＬＣＤ（ｌｉｑｕｉ
ｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）などにより構成される。
【００３４】
　操作パネル３は、入力手段であり、超音波処理装置２に接続されかつ操作者からの指示
情報、パスワードなどの各種情報を入力するためのもので、図示しないが各種キー（アル
ファベットキーやテンキー等）、マウスやトラックボールなどが接続あるいは設置されて
いる。
【００３５】
　制御部２１は、操作パネル３からの入力を受け付け、その入力または予め記憶されてい
る制御プログラムに基づいて、超音波診断システムの各部の駆動制御を行う。また、制御
部２１は、その機能を実現するために、ＣＰＵ（図示せず）と、各種のプログラム及びそ
のプログラムを実行するときに必要な各種データ及びテーブルを記憶すると共に、各種の
プログラムを実行するときのワークエリアを構成するシステムメモリ（図示せず）と、を
含んで構成される。
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【００３６】
　制御部２１は、超音波送受信部２２を制御して各振動子１１１から超音波を送出させ、
超音波ビームを送出させる。具体的には、探触子部１１に配列された振動子１１１の中の
所定の範囲（この任意の範囲を開口という）内の各振動子１１１を、超音波送受信部２２
により、形成する超音波ビームの位置及び方向と各振動子の位置情報とに基づいて遅延回
路でタイミングをずらして駆動し、それぞれの振動子１１１から超音波を送出させる。こ
れにより、送出された各超音波の波面が合成され超音波ビームが形成される。
【００３７】
　図５に、本実施の形態の超音波診断システムに用いられる超音波プローブ１により形成
される超音波ビームを説明するための図を示す。図５に示すように、超音波ビームＢは、
例えば超音波ビームＢ１から順次時計回りに移動させて形成することにより、超音波ビー
ムＢによる走査を行う。走査方向は、図５に示す時計回りの矢印方向になる。また、各超
音波ビームＢは、図５に示すように放射状に３６０度に亘り送出されるように形成される
。そのために制御部２１は、各振動子１１１を、超音波送受信部２２により、遅延回路で
タイミングをずらして駆動する。
【００３８】
　ここで、図６に開口内の振動子を制御するための遅延時間のテーブルを示す。例えば、
超音波ビームＢ１は、積層体１００ａ及び１００ｂに亘る開口内の振動子１１１を図６（
ａ）に示すような遅延時間をもって、すなわち、積層体１００ａ側では右端の振動子１１
１を最も遅らせるように駆動し、積層体１００ｂ側では左端の振動子１１１を積層体１０
０ａの右端の振動子１１１と同じ遅延時間で遅らせるように駆動することにより、図５に
示すように積層体１００ａ、１００ｂ、・・・、１００ｆによる６角形の中心を通る対角
線の延長方向に形成される。中心を通る他の対角線の延長方向の超音波ビームも同様に形
成される。
【００３９】
　また、超音波ビームＢｃは、積層体１００ｂの中央の振動子１１１を中心とする開口内
の振動子１１１を図６（ｂ）に示すような遅延時間をもって、すなわち積層体１００ｂの
中央の振動子１１１を最も遅らせるように駆動することにより、図５に示すように積層体
１００ｂに対し直角方向に形成される。他の積層体１００の中央の振動子１１１を中心と
する開口による、積層体１００に直角な超音波ビームも同様に形成される。
【００４０】
　また、超音波ビームＢ１と超音波ビームＢｃの間の超音波ビームＢｋは、開口内の振動
子１１１を図６（ｃ）に示すような遅延時間をもって、すなわち開口の中央の振動子１１
１に対し左右非対称の遅延時間をもって駆動することにより、図５に示すように積層体１
００ｂに対し斜め方向（非直角）に形成される。また、そのときの最大の遅延時間の位置
及び大きさを変えることにより、超音波ビームの斜めとなる方向及び斜めの度合いを変化
させることができる。このようにして、６角形の対角線の延長方向に形成される超音波ビ
ームと上記積層体１００に直角な超音波ビームの間の超音波ビームは形成される。
【００４１】
　上述のように振動子１１１を駆動することにより図５に示すように放射状に形成するこ
とができる。上記の超音波ビームの形成について、図２に示したような積層体を６角形に
配置した場合を例に説明したが、他の多角形の場合においても、振動子１１１を、形成す
る超音波ビームの位置及び方向と各振動子の位置情報とに基づいて遅延回路でタイミング
をずらして駆動するように制御することにより、同様に超音波ビームを放射状に形成する
ことができる。
【００４２】
　そして、超音波プローブ１の振動子１１１は、送出した超音波ビームの反射波をエコー
信号として受信し、エコー信号は、ケーブル１５等を介して超音波送受信部２２に受信さ
れる。このとき、エコー信号は、複数の振動子１１１で受信され、超音波送受信部２２は
、各エコー信号を、超音波ビームの位置及び方向と各振動子の位置情報とに基づいて遅延
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を掛けて加算する。通常、超音波ビームの形成のときの開口より広い範囲の振動子１１１
により受信されたエコー信号が加算される。エコー信号処理部２３は、この加算されたエ
コー信号にエコー信号対数増幅、包絡線検波処理等を施し、信号強度が明るさを示し、輝
度データとする。これは、超音波ビームを走査線とするデータとなる。これを、各超音波
ビームについて行い、さらに走査線間を補間し、画像データとして生成される。例えば、
図７に示すハッチング部のような画像として、モニタ手段４に表示される。
【００４３】
　本実施の形態によれば、挿入部１０の周方向の全周３６０度に亘って振動子１１１を配
置することができ、超音波ビームを３６０度に亘り放射状に形成できるため、３６０度の
視野角を確保することができる。また、積層体は平面に貼付されているため、振動子１１
１のバッキング材側１０５のピッチ（カッティングピッチ）と、振動子１１１の整合層１
０２のピッチ（エレメントピッチ）は同じで、振動子間のピッチが広がることがないので
、振動子の音場効果の低下がなく画像が不鮮明となることがない。また、振動子の配置が
円弧状ではないので、反射波を受信するときの端の振動子に対する入射角が他の振動子の
入射角に比べ非常に小さくなるということがない。したがって、画質が不鮮明になること
が無い。
【００４４】
　ただし、図２に示すように、各積層体１００の隣接部分では、振動子列１０１が不連続
になる。不連続部分には振動子１１１が存在しないため、この不連続部分近傍の画質は悪
くなる場合がある。しかしながら、図２にも示すように外側には、音響レンズ１０３が存
在するため、また、さらにバルーンなどで覆われて使用されることが多く、この不連続部
分近傍の画像は診断にはほとんど用いられることがない。したがって、不連続部分近傍の
画質の劣化はほとんど問題とはならない。
【００４５】
　　　　　　　　　　　　　［第２の実施の形態］
　次に、図面を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。なお、本実施の形態は、
第１の実施の形態の超音波診断システムの超音波プローブにおいて、挿入部の先端側が円
弧状の凸をなすように形成され、振動子を先端側の円弧状に沿うように配置したものであ
る。
【００４６】
　（超音波プローブの探触子部の構成）
　ここで、本実施の形態における超音波プローブ１の探触子部１６の構成について説明す
る。図８は、挿入部１０における軸方向の断面を示す図であり、挿入部１０の先端側にお
ける断面である。図８に示すように、探触子部１６は、複数の積層体１００ｇ、１００ｈ
及び１００ｉ（以下、単に積層体１００ということがある）を、バッキング材１０５を挿
入部１０の内側に向けて、挿入部１０の先端側の円弧の内側に円弧に沿うように折れ線状
に連設されている。また、整合層１０２の外側に、超音波を収束させる音響レンズ１０３
を備える。また、図８には、一例として３つの積層体１００を配置したが、３つに限らず
複数を折れ線状に連設して用いることが可能である。
【００４７】
　また、探触子部１６には、図８に示すように断面が矩形の基台１１２が、挿入部１０の
円弧の内側に、挿入部１０の先端側に向けて設けられている。本例においては、この矩形
が本発明の折れ線状に相当する。基台１１２の矩形を構成する各平面１１２ｇ、１１２ｈ
及び１１２ｉのそれぞれに各積層体１００ｇ、１１０ｈ及び１１０ｉを、バッキング材１
０５を基台１１２側にして貼付されている。これにより、積層体１００は、折れ線状に配
置される。
【００４８】
　図９に、本実施の形態の超音波診断システムに用いられる超音波プローブ１により形成
される超音波ビームを説明するための図を示す。図９に示すように、超音波ビームＢは、
例えば超音波ビームＢ１から順次時計回りに移動させて形成することにより、超音波ビー
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ムＢによる走査を行う。走査方向は、図９に示す時計回りの矢印方向になる。また、各超
音波ビームＢは、図９に示すように挿入部１０の先端側から放射状に送出されるように形
成される。また、第１の実施の形態と同様に制御部２１が、各振動子１１１を、超音波送
受信部２２により、遅延回路でタイミングをずらして駆動する。そして、エコー信号に基
づいて、例えば、図１０に示すハッチング部のような画像として、モニタ手段４に表示さ
れる。
【００４９】
　以上のような構成によれば、積層体１００は平面に対して貼付すればよいので、位置を
合わせるだけで容易に貼付することができる。また、各辺に貼付することによって、円弧
状にそって振動子１１１を配置することができる。また、振動子を挿入部１０の先端側の
円弧状に沿うように配置する場合に、第１の実施の形態と同様に積層体は平面に貼付され
ているため、振動子の音場効果の低下がなく画像が不鮮明となることがない。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る第１の実施の形態の超音波診断システムの構成を示す斜視図である
。
【図２】第１の実施の形態の超音波プローブの探触子部の断面図である。
【図３】探触子部の積層体を示す斜視図である。
【図４】本発明に係る第１の実施の形態の超音波診断システムの電気的構成を示すブロッ
ク図である。
【図５】第１の実施の形態の超音波プローブにより形成される超音波ビームを示す図であ
る。
【図６】（ａ）乃至（ｃ）は、それぞれ振動子を制御するための遅延時間のテーブルを示
し、遅延時間を説明するための図である。
【図７】モニタ手段に表示される画像の一例を示す図である。
【図８】第２の実施の形態の超音波プローブの探触子部の断面図である。
【図９】第２の実施の形態の超音波プローブにより形成される超音波ビームを示す図であ
る。
【図１０】モニタ手段に表示される画像の一例を示す図である。
【図１１】従来の超音波プローブを示す斜視図である。
【図１２】従来の超音波プローブの挿入部の先端部の断面図である。
【図１３】従来の超音波プローブの製造方法を説明するための図である。
【図１４】従来の振動子列の様子を示す図である。
【図１５】従来の超音波プローブの挿入部の断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　超音波プローブ
　２　超音波処理装置
　３　操作パネル
　４　モニタ手段
　１０　挿入部
　１１　探触子部
　１２　先端部
　１３　グリップ部
　１５　ケーブル
　１６　探触子部
　２１　制御部
　２２　超音波送受信部
　２３　エコー信号処理部
　２４　ＤＳＣ
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　２５　フレームメモリ
　２６　データ合成手段
　１００　積層体
　１０１　振動子列
　１０２　整合層
　１０３　音響レンズ
　１０５　バッキング材
　１１０　基台
　１１１　振動子
　１１２　基台

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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